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　住宅が被害を受けたときは、すぐにでも家の片付けや修復作業にとりかかりたくなるかもしれません。しか
し、その前に、まずやっておきたい重要なことがあります。

　「被災者生活再建支援制度」又は「信州被災者生活再建支援制度」による住宅再建支援を受けることができ
ます。

　家の被害状況を写真に撮っておきましょう。市町村から罹災証明書を取得して支援を受けるときや、損害保
険を請求するときなどに、役に立ちます。
　ただし、住宅が被災して立入禁止になっている場合には、絶対に中に入らないでください。

７　被災したときの対応を知る

被災したとき、最初にすべきことは？1

被災者には、どんな支援制度があるのか？2

被害状況を写真で記録する

住宅再建に係る支援制度

その他の主な支援制度

生
活
再
建
へ

被
　災

被害の程度 全　壊 大規模半壊 中規模半壊 半　壊

新たに住宅
を建設・購入

元の住宅を
補　修

最　大
100万円

最　大
200万円

最　大
100万円

建設
・
購入

補修 賃借

最大
100
万円

最大
50
万円

最大
25
万円

建設
・
購入

補修 賃借

最大
25
万円

最大
25
万円

最大
12.5
万円

最　大
50万円

最　大
25万円

最　大
25万円

最　大
50万円

（注1）やむを得ない事情
で解体しなければならな
くなった場合は、全壊と同
様に扱います

（注2）災害による危険な
状態が継続し、長期避難と
なった場合は、全壊と同様
に扱います

賃　借
（民間）

一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を
建設・購入（補修）する場合は、
●賃借時に50万円
●建設・購入（補修）時に差額の150（50）万円
が支給されます。

基　礎
支援金
罹災証明書
の区分に応
じた支援
発災後

13か月以内
に申請

加　算
支援金
再建方法に
応じた支援
発災後

37か月以内
に契約し
申請

支援制度 対　象　者 金額・支援内容

親や子ども
等の死亡 災害弔慰金 災害により死亡した者の遺族 生計維持者が死亡した場合　500万円

その他の者が死亡した場合　250万円

負傷・疾病
による障害 災害障害見舞金

災害により重度の障害（両眼失明、
要常時介護、両上肢ひじ関節以上
切断等）を受けた者

生計維持者　　　　250万円
その他の者　　　　125万円

生活の再建
・支援

災害援護資金 災害により負傷又は住居、家財に
被害を受けた者 資金の貸付　限度額350万円

義援金 義援金の配分対象となった被災者
（世帯）や遺族

日本赤十字社等で構成される「義援金
配分委員会」の決定に基づき、配分さ
れる。

防災ダックのまとめ防災ダックのまとめ防災ダックのまとめ

　被災すると、生活再建には多くの時間とお金がかかる。だから、少しでも被災後
の生活再建のための知識を備えておこう。
　もしもの災害に備えて、地震保険・共済などに加入していれば、再出発の大きな
支えになるよ。

写真の撮り方のポイント（家の外と中を撮影する）

台所

リビング 玄関

和室

押入

浸水の高さが
わかるように

② 被 害 を 受
け た 箇 所 の
全 体 が 分 か
るように

①被災した部
屋ごとに全景
を撮影カメラ

スマホなどで
４方向から
撮影

防災インフォメーション
罹災証明書の発行申請

i

　罹災証明書は、災害による住
宅の被害の程度を証明するもの
です。災害義援金の受け取り、
税金などの減免、仮設住宅への
入居申請などの際に必要とな
る、大切な書類です。
　災害が発生したときは、市町
村に受付窓口が設置されます。
そこで申請手続をすると、市町
村職員による被害認定調査が行
われ、後日、調査結果に基づい
て罹災証明書が発行されること
となります。

（政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき　最初にすること」より） 


